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当監査法人は、日本赤十字社が平成23年3月14日から平成26年3月31日までに受け
付けた東日本大震災に関する義援金に係る、平成23年3月14日から平成26年7月7日まで
の期間の東日本大震災義援金収支計算書（重要な会計方針及びその他の注記を含む。）について

監査を行った。

東日本大震災義援金収支計算書に対する理事者の責任
理事者の責任は、日本赤十字社東日本大震災義援金収支計算書作成要領に準拠して東日本
大震災義援金収支計算書を作成することにあり、また、東日本大震災義援金収支計算書の
作成に当たり適用される会計の基準が状況に照らして受入可能なものであるかどうかについて
判断することにある。理事者の責任には、不正文は誤謬による重要な虚偽表示のない東日本

大震災義援金収支計算書を作成するために理事者が必要と判断した内部統制を整備及び運用
することが含まれる。

監査人の責任
当監査法人の責任は、当監査法人が実施した監査に基づいて、独立の立場から東日本大震災
義援金収支計算書に対する意見を表明することにある。当監査法人は、我が国において一般に
公正妥当と認められる監査の基準に準拠して監査を行った。監査の基準は、当監査法人に東日本

大震災義援金収支計算書に重要な虚偽表示がないかどうかについて合理的な保証を得るために、
監査計画を策定し、これに基づき監査を実施することを求めている。

監査においては、東日本大震災義援金収支計算書の金額及び開示について監査証拠を入手する
ための手続が実施される。監査手続は、当監査法人の判断により、不正文は誤謬による東日本
大震災義援金収支計算書の重要な虚偽表示のリスクの評価に基づいて選択及び適用される。

監査の目的は、内部統制の有効性について意見表明するためのものではないが、当監査法人は、
リスク評価の実施に際して、状況に応じた適切な監査手続を立案するために、東日本大震災
義援金収支計算書の作成に関連する内部統制を検討する。また、監査には、理事者が採用した
会計方針及びその適用方法並びに理事者によって行われた見積りの評価も含め東日本大震災
義援金収支計算書の表示を検討することが含まれる。

当監査法人は、意見表明の基礎となる十分かつ適切な監査証拠を入手したと判断している。

監査意見
当監査法人は、上記の東日本大震災義援金収支計算書が、すべての重要な点において、日本
赤十字社東日本大震災義援金収支計算書作成要領に準拠して作成されているものと認める。



東日本大震災義援金収支計算書作成の基礎
東日本大震災義援金収支計算書の注記1に記載されているとおり、東日本大震災義援金収支
計算書は、上記の日本赤十字社東日本大震災義援金収支計算書作成要領に準拠して義援金寄託者
に報告・開示するために作成されており、それ以外の目的には適合しないことがある。
当該事項は、当監査法人の意見に影響を及ぼすものではない。

強調事項
東日本大震災義援金収支計算書の注記1に記載されているとおり、東日本大震災義援金収支
計算書は、日本赤十字社が平成23年3月14日から平成26年3月31日までに受け付けた
東日本大震災に関する義援金に係る、平成23年3月14日から平成26年7月7日までの収支
の結果を報告・開示するために作成されている。

利害関係
日本赤十字社と当監査法人又は業務執行社員との聞には、公認会計士法の規定により記載
すべき利害関係はない。

以上



東日本大震災義援金収支計算書

（単位：円）

自 平成23年3月14日

至 平成26年 7月 7日

1.収入

義援金収入 331,499,403,524 

利息収入 535,229 

収入合計 331,499,938, 753 

2.支出

義援金支出 331,499, 938, 753 

北海道 9,908, 205 

青森県 478,405,285 

岩手県 23, 134, 122,322 

宮城県 166, 578,053, 293 

山形県 10,027,878 

福島県 129,048, 162,972 

茨城県 7, 939,967,240 

栃木県 1,846, 789,429 

群馬県 4, 978, 699 

埼玉県 159, 396,227 

千葉県 1,646, 546,477 

東京都 209,066,274 

神奈川県 99,855,300 

新潟県 196, 903,449 

長野県 137, 755, 703 

支出合計 331,499,938, 753 

3.収支差額 。



1.東日本大震災義援金収支計算書作成の基礎

本収支計算書は、日本赤十字社（以下、 「当社」という。）が平成23年3月 14日か

ら平成26年3月31日（以下、 「受付期間Jという。）までに受け付けた東日本大震災

義援金に係る平成23年3月14日から平成26年7月7日（以下、「報告期間」という。）

まで、の収支の結果について、義援金寄託者に報告 ・開示するため、日本赤十字社東日本大

震災義援金収支計算書作成要領に基づいて、重要な会計方針に記載されている会計方針に

従って作成されている。

本収支計算書は、それ以外の目的に適合するものではなく、例えば、当社の財政状態、

経営成績及びキヤツ、ンュ・フローの状況を表示することを目的とした財務諸表に相当する

ものではない。

当社の実施する東日本大震災に関する義援金募集業務においては、不特定多数の義援金

寄託者からの入金（当社本社への持参現金及び当社支部で受け付けた義援金の本社への送

金額等を含む）を当社が指定した金融機関の口座（以下、 「指定口座」という。）におい

て受け付け、その受け付けた金額と利息収入を合わせた金額について、義屡金配分割合決

定委員会において決定された配分割合に基づき算定された金額を地方公共団体に送金す

る。

また、当社の口座については、原則として決済性預金を使用しているが、金融機関が決

済性預金の制度を設けていない等の理由により、非決済性預金となっている一部の口座に

おいて預金利息が発生している。

当該入金及び支出に係る事務費用については、当社の一般会計の経費として処理してお

り、当該義援金を充当していない。

2.重要な会計方針

(1）義援金収入

義援金収入は、義援金寄託者から東日本大震災に係る義援金として、受付期間に指定

口座に入金された収入金額（受付期間末日までに指定口座以外の口座に入金されて受付

期間経過後に指定口座に振り替えた金額を含む）を計上している。

(2）利息収入

利息収入は、指定口座に入金された預金利息（受付期間末日までに指定口座以外の口

座に入金された預金利息のうち、受付期間経過後に指定口座に振り替えた金額を含む）

を計上している。

(3）義援金支出

義援金支出は、配分決定後の支出要請に基づき、受付期間に入金された義援金収入を原

資として地方公共凶体に送金された支出金額から地方公共団体からの返納額（受付期間

末日までに返納が決定され、受付期間経過後に指定口座に入金された額を含む）を控除

した金額を計上している。

(4）収支差額

収支差額は、報告期間末日現在の義援金収支差額である。



3.地方公共団体からの返納額

義援金支出から控除されている義援金返納額は次のとおりである。

都道県 返金日 金額

平成23年 11月11日 102,384,512円

青森県 平成24年 9月13日 7,883,976円

平成24年 12月 13日 7,000円

岩手県 平成25年 4月12日 498,983, 168円

宮城県 平成25年 3月28日 1, 160, 796,482円

山形県 平成23年 11月11日 2, 111, 616円

福島県 平成23年 8月 12日 9,024,030, 144円

茨城県 平成24年 8月 2日 830, 771,676円

栃木県 平成24年 7月13日 80,201,480円

埼玉県 平成25年 3月27日 11, 000円

神奈川県
平成23年10月 18日 67,904円

平成24年10月 10日 11,256,596円

新潟県 平成23年11月11日 13,645,504円

長野県 平成23年11月 9日 1,583, 712円

計 11, 733, 734, 770円




